
令和８年度長崎県ジュニアスポーツ推進事業に係る事務処理について（お願い） 

 

 令和８年度ジュニアスポーツ推進事業に係る事務取扱の留意点をお知らせします。 

 

◆事業の実施期間については、2 月中には終えるように計画をしてください。ただし、実績報告書提出は３月５日（金）が最終締切です。 

 

 

（１）交付申請書（様式第１号関係）、交付請求書（様式第３号）の提出に際して（手引書からの抜粋） 

 

 

 

１ 交付申請書と交付請求書は同時に提出してください。 

 

 

２ 指定競技名(団体)は、男女の区別まで正確に記載してください。 

 

 

３ 令和８年度の指定日は、“令和８年４月１日”付けです。 

 

 

 

４ 個表の事業名は、プルダウンメニューから選択をしてください。 

 

   ・実施要項では、強化校、育成校は、「強化合宿」「県外遠征」「特別強化コーチ招へい」等、 

強化選手、特別強化選手は、「強化合宿」「県外遠征」等 

    支援校は、「強化合宿」「県外遠征」「各種トレーニング講習」「特別強化コーチ招へい」等 

となっています（実施要項参照）。 

 

・プルダウンメニューでは、組み合わせたものも設定しています。 

 

   ・年号については、適宜訂正してください。  
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（２）実績報告書（様式第２号）の提出に際して（手引書からの抜粋） 

 

 

１ 指定競技名(団体)は、男女の区別まで正確に記載してください。 

 

 

２ 令和８年度の指定日は、“令和８年４月１日”付けです。 

 

２ 

１ 



 

  ４ 総括表の（予算）（決算）の予算（Ａ）の欄には、年度当初の予算申請時の金額を記載します。 

   ・報告書で訂正が一番多い箇所です。→ 右図参照 

 

５ 個表の“事業名”は、セルのプルダウンメニューから選んでください。 

    

  ６ 宿泊領収証はホテルの明細を添付してください。 

・明細がない場合は、必ず補足説明を記載してください。昼食は、補助金の対象外です。 

 

  ７ 口座振り込み等は、請求書を添付指定下さい。 

 

  ８ 特別コーチ招へいについては、謝金、交通費、宿泊費等を支給する場合は、必ず学校が事業所となって

所得税の源泉徴収を行ってください。事務室とも確認をお願いします。 

なお、講習会等へ参加した場合の参加料は講師謝金として扱うことはできません。 

 

  ９ 事業は２月中に終えてください。事業終了後３０日以内に実績報告書の提出が定められていますので、

速やかに提出をお願いします。なお、２月末に事業が終了した場合は、３月５日（金）までに報告書の提

出をお願いします。事業変更等は早めの連絡相談をお願いします。 

 

 １０ 会計簿は、個表、総括表との整合性を必ず確認してください。 

 

 

 

（３）その他 

  １ ジュニアスポーツ推進事業事務取扱の手引き（令和８年度版）及び補助金に係る様式等は、高体連ホー

ムページにありますので、新しくダウンロードしてお使いください。 

 

  ２ 様式は簡易プログラムを設定しているため、シートごとに保護がかけられています。 

 

  ３ エクセルの各種様式は、拡張子が xlsx 形式と xls 形式の２種類を用意しています。お持ちのエクセル

のバージョンにあわせてご利用ください。 
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